
第１款  水道事業費用

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,661,059千円

　及び地方消費税資本的収支調整額 625,648千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

支          出

11,532,102千円

(補正額)

11,474,528千円

12,235,988千円

第１項

(計)(科　　　目)

第１項 建設改良費 7,850,750千円

(補正額)(補正前の額)

営業費用

60,179千円

（資本的収入及び支出の補正）

　る額 4,673,857千円は、減債積立金 1,055,141千円、過年度分損益勘定留保資金 2,993,068千円

9,977,691千円

12,175,809千円

12,798千円

(計)

12,798千円第１款　資本的支出

支          出

9,990,489千円

　並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 625,648千円」に改め、資本的収入及び

　支出の予定額を、次のとおり補正する。

　は、減債積立金 48,950千円、過年度分損益勘定留保資金 3,986,461千円並びに当年度分消費税

　

(科　　　目)

7,837,952千円

第３項 特別損失 12,100千円 2,605千円 14,705千円

令和７年度熊本市水道事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和７年度熊本市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

議 第 258 号

令 和 7年 11 月 28 日提出

57,574千円

（収益的収入及び支出の補正）

(補正前の額)
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第４条　予算第５条で定めた債務負担行為の事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

（追加分） （単位：千円）

上下水道局広報業務委託 令和7年度～令和8年度 7,800

定期排水業務委託 令和7年度～令和8年度

（債務負担行為の補正）

事          項 期        間 限度額

水道賠償責任保険 令和7年度～令和8年度 4,900

水道資材等価格調査業務委託 令和7年度～令和8年度 27,700

令和7年度～令和8年度地下水位及び地盤沈下観測業務委託 12,300

令和7年度～令和8年度 38,300

11,800

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

熊　本　市　長     大　西　一　史　　

第５条　予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する｡

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

(1)　職員給与費 1,986,867千円 70,286千円 2,057,153千円

熊本市上下水道管路情報システム基本計
画策定業務委託

-58-


